
 

 

県教委、人事委員会勧告を尊重し、前進的回答  

給料の調整額の減額、「担任」と「担任外」で差をつけた加算は、引き続き協議を要請！ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

県教委の最終回答 

１ 月例給・一時金の改善 
（１）給料表 
  人事委員会の勧告通り給料表を改定。 

平均 3.3％の増額  
実施時期 令和 7年 4 月 1日 ※差額支給 

（２）特別給（期末・勤勉手当） 
  期末・勤勉手当をそれぞれ 0.025 月引上げ 

年間で 0.05 月引上げ 
(再任用も同様) 
実施時期 令和 7年 6 月期から ※差額支給 

２ 宿日直手当 
手当額の見直し 

  宿日直勤務は 300 円引上げ 
  実施時期 令和 7 年 4月 1日 ※差額支給 

３ 通勤手当 
  手当額の見直し ※裏面別表参照 
  駐車場料金は 5000 円を上限に手当を新設 
  学校の敷地内に駐車の場合も支給対象 
  実施時期 令和 8 年 4月 1日 

４ 地域手当 
  今期の改定は実施しない 

５ 給特法関連の諸施策 

①教職調整額 

  毎年 1％ずつ段階的に引き上げ、令和 13 年 1 月 1
日に 10％とする 

  実施時期 令和 8 年 1月 1日 

 

②主務教諭 
導入は見送り、来年度改めて協議 

③義務教育等教員特別手当 
一律に算定される手当の額については、1/3 を縮減 
実施時期 令和 8年 1 月 1日 

④学級担任手当 
学級担任は 2,000 円、担任以外は 1,000 円を加算、
担任以外には給料の調整額が支給されていない常勤
教育職で、養護教諭・栄養教諭を含む。 
実施時期 令和 8年 1 月 1日 

⑤特殊勤務手当 
（１）多学年担当手当 

令和 8年 4月 1 日から廃止 
（２）特殊業務手当 8,000 円に増額 

    従事時間は日中 4時間程度に短縮 
    実施時期 令和 8年 1月 1 日 

⑥給料の調整額 
  2 年間かけて段階的に 1/2 縮減 

  給料の調整額 
現行 3.0％相当 
R8/1/1 3.0％相当 
R9/1/1 2.25％相当 
R10/1/1 1.5％相当 

  実施時期 令和 9年 1月 1日 

６ 病気休暇の取扱 
「精神に係る病気休暇の期間の短縮」の教育職への
適用は撤回し来年度協議 

２０２５年１１月２６日 Ｎｏ．991 
対県確定交渉速報(その 1) 

兵庫教組・兵高教組・兵高従組合同交渉団は、11 月 25 日の 13 時 30 分から第 3回交渉、その後、14 時 50 分から独自

交渉、21 時 50 分から第 4回最終交渉を行いました。22 時 55 分、兵庫教組交渉団は「給料の調整額の減額について R9/1/1

実施としたこと、担任加算の対象を広げたとは言え、担任と担任外に差をつけたことについては不満であり、来年度も

引き続き協議を要請することになるが、給料表・一時金の 4年連続の改善、駐車場料金も含めた通勤手当の改善、地域

手当の現状維持、教員の病気休暇の特例的な措置の継続、給特法関連で、主務教諭制度の導入見送り、学級担任加算の

栄養教諭・養護教諭を含む支給対象の拡大など、私たちの強い思いを反映した前進的な回答を受け止め、今期確定闘争

は妥結とする。その上で、県教委も喫緊の課題とする教職員未配置の解消、超過勤務の縮減など切実な諸課題について、

強力に推進することを改めて要請する。」と述べ、今期の確定闘争を集結しました。 

(裏面に続く) 



７ 教職員未配置の解消 

（１）臨時教職員の 2 級適用要件の緩和 

大卒 20 年経過を大卒 18 年に緩和 

短大卒 22 年経過を短大卒 20 年に緩和 

  実施時期 令和 8 年 4月 1日 

（２）時間外在校等時間の削減計画を策定 

（３）へき地手当・部活動手当 

国の動きがあり次第執行部に提案 

８ 近畿中央病院の事業 
・阪神尼崎駅から徒歩 1分の場所で事業を継続 

 ・来年度以降の人間ドックと健診事業も共済組合と連

携を図り、適切な実施となるように働きかける 

 

※別表【通勤手当】 

 全教・兵庫教組に加入し、ともに教職員未配置解消・超勤縮減など要求実現をすすめましょう！ 

 


